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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第12期 

第２四半期連結 
累計期間 

第13期 
第２四半期連結 

累計期間 
第12期 

会計期間 
自 平成27年10月１日 
至 平成28年３月31日 

自 平成28年10月１日 
至 平成29年３月31日 

自 平成27年10月１日 
至 平成28年９月30日 

売上高 （千円） 4,670,842 5,059,569 10,697,578 

経常利益 （千円） 641,264 641,688 1,549,066 

親会社株主に帰属する 

四半期（当期）純利益 
（千円） 421,718 423,190 1,018,774 

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 435,665 447,550 1,063,248 

純資産額 （千円） 5,096,573 5,694,040 5,519,915 

総資産額 （千円） 12,894,546 16,449,030 13,790,217 

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 13.88 13.98 33.44 

潜在株式調整後１株当たり 

四半期（当期）純利益 
（円） 13.66 13.67 32.56 

自己資本比率 （％） 37.7 32.8 38.1 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） △2,259,027 △2,709,003 △2,733,185 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） 18,617 143,707 △51,802 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） 2,006,163 2,178,145 2,736,473 

現金及び現金同等物の 

四半期末（期末）残高 
（千円） 4,429,112 4,227,693 4,614,844 

 

回次
第12期

第２四半期連結
会計期間

第13期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自 平成28年１月１日
至 平成28年３月31日

自 平成29年１月１日
至 平成29年３月31日

１株当たり四半期純利益 （円） 7.67 7.81 

（注）１ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

 

２【事業の内容】

 当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

 また、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて、重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

 当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

当第２四半期連結累計期間における当社グループの経営成績は、リアルエステート事業における不動産の売却が

堅調に推移したことや、セールスプロモーション事業及びアウトソーシングサービス事業におけるサービスの提供

が伸長したことにより、売上高は5,059,569千円(前年同四半期比8.3％増)となりました。損益面では、営業利益は

668,513千円(前年同四半期比1.3％増)、経常利益は641,688千円(前年同四半期比0.1％増)、親会社株主に帰属する

四半期純利益は423,190千円(前年同四半期比0.3％増)という結果となりました。

セグメントの概況は次のとおりであります。

 （リアルエステート事業）

  当事業におきましては、「クロノガーデン神楽坂（東京都新宿区）」、「LINKAGE品川（東京都品川区）」、

「ディアレイシャス菊川（東京都江東区）」など６棟の都市型マンションが完成し、不動産販売会社や個人資

産家等に売却を進めました。加えて、都心部立地の賃貸マンションを事業法人に販売するなど、収益不動産の

売却も好調に推移いたしました。

  以上の結果、売上高は4,136,123千円（前年同四半期比3.0％減）、営業利益695,099千円（前年同四半期比

2.5％減）となりました。

 （セールスプロモーション事業）

  当事業におきましては、大手を中心とした不動産会社からの営業サポート・事務系職種の人材派遣案件の受注

が伸長しております。加えて、スタッフ採用ルートの拡張や採用後のスタッフ教育を強化した結果、顧客企業

の長期人材ニーズや多数のスタッフのアサインが必要な案件にもタイムリーにサービスを提供できるようにな

り、採算性も向上いたしました。 

  以上の結果、売上高は164,997千円（前年同四半期比71.3％増）、営業利益47,982千円（前年同四半期比

108.9％増）となりました。

 （アウトソーシングサービス事業）

  子会社の株式会社パルマが展開する当事業におきましては、ビジネスソリューションサービス（セルフストレ

ージ事業会社向け滞納保証付きアウトソーシングサービス）を始めとした各種サービスの導入が堅調に進みま

した。また、ターンキーソリューションサービス（セルフストレージ施設開発販売、開業支援・事業運営コン

サルティング）の取組として、事業拡大や投資運用ニーズに応え、不動産会社や機関投資家向けに、４件の開

発販売や開業支援コンサルティングを行いました。

  さらに、今後のセルフストレージ投資市場の拡大・発展に不可欠なプロパティマネジメント機能を担うべく、

株式会社シーアールイーを始めとしたセルフストレージ事業会社との共同出資により「日本パーソナルストレ

ージ株式会社」を本年１月に設立いたしました。

  以上の結果、売上高は758,448千円（前年同四半期比145.4％増）、営業利益は81,262千円（前年同四半期比

117.5％増）となりました。 
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(2）財政状態の分析 

 当第２四半期連結会計期間末における資産、負債及び純資産の状況は次のとおりであります。

（流動資産）

当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、16,345,050千円（前連結会計年度末比19.8％増）

となりました。これは主に、現金及び預金が541,868千円減少する一方で、開発物件の竣工や収益物件の取得に

より販売用不動産が2,781,435千円、マンション開発用地の取得やマンション開発費用の発生により仕掛販売用

不動産が442,163千円増加したことによるものです。

（固定資産）

当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、103,980千円（前連結会計年度末比30.9％減）とな

りました。これは主に、保有目的の変更により有形固定資産の一部を販売用不動産へ振り替えて、42,035千円

減少したことによるものです。

（流動負債）

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、4,545,168千円（前連結会計年度末比142.1％増）

となりました。これは主に、納税により未払法人税が109,968千円減少する一方で、マンション開発用地及び収

益物件取得のための新規借り入れによる短期借入金が1,521,268千円、１年内返済予定の長期借入金が

1,131,979千円増加したことによるものです。

（固定負債）

当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、6,209,820千円（前連結会計年度末比2.9％減）と

なりました。これは主に、長期借入金が物件の売却や流動負債への振り替えにより203,725千円減少したことに

よるものです。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、5,694,040千円（前連結会計年度末比3.2％増）とな

りました。これは主に、剰余金の配当を360,808千円行う一方で、親会社株主に帰属する四半期純利益を

423,190千円計上したこと、及び新株予約権の行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ39,794千円増加した

ことによるものです。

なお、自己資本比率につきましては前連結会計年度末より5.3ポイント減少し32.8％となりました。

 

(3）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ、387,151千円減少し、4,227,693千円となりました。

また、当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により使用した資金は、2,709,003千円（前年同四半期は2,259,027千円の資金の減少）となりまし

た。これは主に、税金等調整前四半期純利益を641,925千円計上した一方で、たな卸資産が3,193,546千円増加

したことによるものです。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により得られた資金は、143,707千円（前年同四半期は18,617千円の資金の増加）となりました。こ

れは主に、定期預金の払戻による収入が153,805千円あったことによるものです。

  （財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により得られた資金は、2,178,145千円（前年同四半期は2,006,163千円の資金の増加）となりまし

た。これは主に、短期借入及び長期借入による収入がそれぞれ2,643,500千円、3,745,570千円あった一方で、

短期借入金及び長期借入金の返済による支出がそれぞれ1,122,232千円、2,817,316千円あったことによるもの

です。

 

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。
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(5）研究開発活動

  該当事項はありません。

 

(6）従業員数

 当第２四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員の著しい増減はありません。

 

(7）生産、受注及び販売の実績

 当社グループは、リアルエステート事業、セールスプロモーション事業及びアウトソーシングサービス事業を主

体としており、生産実績を定義することが困難であり、かつ受注生産を行っておりませんので、生産実績及び受注

実績の記載はしておりません。

 また、当第２四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高（千円） 前年同四半期比（％）

リアルエステート事業 4,136,123 △3.0

セールスプロモーション事業 164,997 71.3

アウトソーシングサービス事業 758,448 145.4

合計 5,059,569 8.3

   （注）１ セグメント間取引については、相殺消去しております。

      ２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％）

みずほ信託銀行㈱ － － 1,253,624 24.7

東京新宿青果㈱ － － 1,242,695 24.5

個人 － － 841,851 16.6

㈱レイシャス － － 727,261 14.3

双日新都市開発㈱ 1,121,924 24.0 － －

㈱津田物産 876,759 18.8 － －

㈱メイクス 571,455 12.2 － －

ソフトウェア情報開発㈱ 516,388 11.1 － －

   ３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(8）主要な設備

 当第２四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計画

の著しい変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 76,800,000

計 76,800,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成29年３月31日）

提出日現在
発行数（株）

（平成29年５月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

（注）２
31,206,400 31,589,300

東京証券取引所

（第一部）
単元株式数は100株です。

計 31,206,400 31,589,300 － －

(注)１  「提出日現在発行数」欄には、平成29年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は、含まれておりません。

  ２  行使価額修正条項付新株予約権を発行しております。 

 

（２）【新株予約権等の状況】

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

  第５回新株予約権（行使価額修正条項付） 

決議年月日 平成29年2月24日 

新株予約権の数(個) 40,000 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数(株） 4,000,000(注)２ 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 
当初行使価額１株当たり447円 

(注)３、(注)４ 

新株予約権の行使期間 平成29年３月15日～平成31年３月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
増加する資本金及び資本組入額(円) 

(注)６ 

新株予約権の行使の条件 
各本新株予約権の一部行使は出来ないものとする。 

(注)７ 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは、当社の事前の同意を
要するものとする。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― 

 

(注)１ 本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。 

    ２ 本新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

(１) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式4,000,000株とする（本新株予約権１個当

たりの本新株予約権の目的である普通株式の数（以下「交付株式数」という。）は、100株とする。）。

但し、本項第(２)号乃至第(５)号により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である普

通株式の総数も調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。 
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(２) 本新株予約権の発行後、第４項第(２)号に掲げる各事由が発生し、当社の発行済普通株式数に変更を生

じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、交付株式数は次の算式により調整される。なお、かかる

算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第４項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額

とする。 

調整後交付株式数＝ 
調整前交付株式数×調整前行使価額 

調整後行使価額 

(３) 前号の調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる交付株式数についてのみ行われ、調整の

結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。 

(４) 調整後の交付株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第４項第(２)号及び第(４)号による行使価額の

調整に関し、各号に定める調整後の行使価額を適用する日と同日とする。 

(５) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約

権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用

開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第４項第(２)号④に定める場合その他適用開始日の

前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

３ 行使価額の修正 

 本新株予約権の発行後、行使価額は本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「決定日」という。）

に、決定日の前取引日（但し、決定日の前取引日に当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格（以

下「ＶＷＡＰ」という。）のない場合には、その直前のＶＷＡＰのある取引日とする。以下「時価算定日」と

いう。）の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）における当社普通株式の普通取引の

ＶＷＡＰの91％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切上げる。以下「修正後行使

価額」という。）に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。但し、本項に定める修正後行使

価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が金243円（以下「下限行使価額」という。但し、第４

項による調整を受ける。）を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。本新株予約権の行使に

あたって上記修正が行われる場合には、当社は、かかる行使の際に、当該本新株予約権者に対し、修正後行使

価額を通知する。 

４ 行使価額の調整 

  (１) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(２)号に掲げる各事由が発生し、当社の発行済普通株式数に変

更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」とい

う。）により行使価額を調整する。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
既発行普通株式数 ＋ 

新発行・処分普通株式数×１株当たりの払込金額 

時  価 

既発行普通株式数 ＋ 新発行・処分普通株式数 

 

  (２) 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期

については、次に定めるところによる。 

     ① 本項第(３)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（但し、当社の

発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付

されたものを含む。）の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約

権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行

使による場合を除く。） 

      調整後の行使価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、当社株主に割当てを受ける権利を与

えるための基準日がある場合は当該基準日の翌日以降、これを適用する。 

     ② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当て（以下総称して「株式分割等」という。）を

する場合 

      調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日又は株主確定

日（基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日）の翌日以降これを適用する。 
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     ③ 本項第(３)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券

（権利）若しくは取得させることができる証券（権利）又は当社普通株式の交付を受けることができ

る新株予約権の交付と引換えに取得される証券（権利）若しくは取得させることができる証券（権

利）又は行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む。）を発行する場合（なお、新株予約権無償割当ての場合（新株予約権付社

債を無償で割当てる場合を含む。）は、新株予約権を無償で発行したものとして本③を適用する。） 

      調整後の行使価額は、発行される証券（権利）又は新株予約権（新株予約権の交付と引換えに取得さ

れる証券（権利）若しくは取得させることができる証券（権利）に関して交付の対象となる新株予約

権を含む。）の全てが当初の行使価額で取得され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして行

使価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券（権利）又は新株予約権の払込期日又は払込期

間の末日の翌日（当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株

主を定めるための基準日又は株主確定日（基準日又は株主確定日を定めない場合は、その効力発生

日）の翌日）以降これを適用する。 

      但し、本③に定める証券（権利）又は新株予約権の発行が買収防衛を目的とする発行である場合にお

いて、当社がその旨を公表のうえ本新株予約権者に通知し、本新株予約権者が同意したときは、調整

後の行使価額は、当該証券（権利）又は新株予約権（新株予約権の交付と引換えに取得される証券

（権利）若しくは取得させることができる証券（権利）に関して交付の対象となる新株予約権を含

む。）の全てについてその要項上取得の請求、取得条項に基づく取得又は行使が可能となる日（以下

「転換・行使開始日」という。）において取得の請求、取得条項による取得又は行使により当社普通

株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、転換・行使開始日の

翌日以降これを適用する。 

     ④ 本号①乃至③の場合において、基準日又は株主確定日が設定され、且つ効力の発生が当該基準日又は

株主確定日以降の株主総会、取締役会、その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①

乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場

合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該承認があった日までの期間内に本新株予約権

の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算式により算出される株式数の当社普通株式を追

加交付する。 

 

株式数 ＝ 
(調整前行使価額－調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 

調整後行使価額 

 

     この場合に１株未満の端数が生じたときはこれを切捨て、現金による調整は行わない。 

  (３) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。 

     ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取

引日（終値のない日数を除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値

（気配表示を含む。）の平均値とする。 

          この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。 

       ③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利

を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株主確定日、また、それ以外の場

合は、調整後の行使価額を適用する日の１か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日

における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(２)号②の株式分割の場

合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分普通株式数は、基準日又は株主確定日において当社

が有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 

       ④ 行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとどまるときは、

行使価額の調整は行わないこととする。但し、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価

額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を

差引いた額を使用するものとする。 

  (４) 本項第(２)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使

価額の調整を行う。 

       ① 株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。（但し、下記

５項第（２）号に定める場合を除く。） 

       ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を

必要とするとき。 
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       ③ 行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出

にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

  (５) 本項第(２)号の規定にかかわらず、時価算定日が、株式会社証券保管振替機構の定める新株予約権行使

請求を取り次がない日の初日より前である場合に限り、本項第(２)号に基づく行使価額の調整を行うも

のとする。但し、下限行使価額については、常にかかる調整を行うものとする。 

  (６) 本項第(１)号乃至第(５)号により行使価額の調整を行うとき（下限行使価額が調整されるときを含

む。）は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額（下限行使価額を

含む。以下本号において同じ。）、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約

権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降

すみやかにこれを行う。 

５ 新株予約権の取得事由 

(１) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の発行日の翌日以

降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をし、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約

権１個当たり金153円にて、残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部を取得

する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。当社は、取得した本新株予約権を消

却するものとする。 

(２) 当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分割を行うこと、又は当社が株式交換若し

くは株式移転により他の会社の完全子会社となること（以下これらを総称して「組織再編行為」とい

う。）を当社の株主総会（株主総会の決議を要しない場合は、取締役会）で承認決議した場合、会社法

第273条の規定に従って通知をし、当該組織再編行為の効力発生日より前で、且つ当社取締役会で定める

取得日に、本新株予約権１個当たり金153円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取

得した本新株予約権を消却するものとする。 

(３) 当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に

指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日か

ら２週間後の日（休業日である場合には、その翌営業日とする。）に、本新株予約権１個当たり153円に

て、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。 

(４) 当社は、本新株予約権の発行後、20連続取引日（但し、終値のない日は除く。）の東京証券取引所にお

ける当社普通株式の普通取引の毎日の終値が下限行使価額を下回った場合、当該20連続取引日の最終日

から起算して11銀行営業日が経過する日に、本新株予約権１個当たり金153円にて、残存する本新株予約

権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。なお、上記20連続取引日

の間に第11項に定める行使価額の調整の原因となる事由が生じた場合には、当該20連続取引日の東京証

券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値は、本号の適用上、当該事由を勘案して調整さ

れるものとする。 

６ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 

   本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるとこ

ろに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合

はその端数を切上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を

減じた額とする。 

７ 当該行使価額修正条項付新株予約権の特質 

  (１) 本新株予約権の目的となる株式の総数は4,000,000株、本新株予約権１個当たりの割当株式数 

     （上記（注２））は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しな

い（ただし、上記（注）２に記載のとおり、割当株式数は、調整されることがある。）。 

       なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加

又は減少する。 

  (２) 本新株予約権の行使価額の修正基準：本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発

生日（以下「決定日」という。）に、決定日の前取引日（但し、決定日の前取引日に当社普通株式の普

通取引の終日の売買高加重平均価格（以下「ＶＷＡＰ」という。）のない場合には、その直前のＶＷＡ

Ｐのある取引日とする。以下「時価算定日」という。）の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取

引所」という。）における当社普通株式の普通取引のＶＷＡＰの91％に相当する金額（円位未満小数第

２位まで算出し、小数第２位を切上げる。以下「修正後行使価額」という。）に修正される。 

  (３) 行使価額の修正頻度：行使の際に上記(２)に記載の行使請求の効力が発生する都度、修正される。 

  (４) 行使価額の下限：本新株予約権の下限行使価額は、当初243円である（上記３を参照）。 
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  (５) 割当株式数の上限：本新株予約権の目的となる株式の総数は4,000,000株（平成28年９月30日現在の発行

済株式総数に対する割合は13.30％）。 

  (６) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限（上記(４)に記載の行使価額の下限にて本新株

予約権がすべて行使された場合の資金調達額）：972,000,000円（ただし、本新株予約権は行使されない

可能性がある。） 

  (７) 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている

（詳細は、下記７(２)を参照）。 

８ 本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取り決めの内容 

  (１) 当社は、割当先との間で本新株予約権買取契約を締結するとともに、下記内容を規定したファシリティ

契約を締結している。ファシリティ契約の概要は下記のとおりである。 

     ① 割当先は、平成29年３月15日から平成30年12月31日までの期間（以下「ファシリティ特約期間」とい

う。）においては、本新株予約権の発行要項に定める本新株予約権の行使期間内であっても、本ファ

シリティ契約の規定に従って行使する場合のほかは本新株予約権を行使しないことに同意する。但

し、当社に対して公開買付けの公告がなされた時から、当該公開買付けが終了した時又は中止される

ことが公表された時までの間においてはこの限りではない。 

     ② 当社は、ファシリティ特約期間において、本ファシリティ契約の規定に従い、随時、何回でも、割当

先に対して本新株予約権の行使を要請する期間（以下「行使要請期間」という。）及び行使要請期間

中に割当先に対して行使を要請する本新株予約権の個数（以下「行使要請個数」という。）を定める

ことができる。 

     ③ 当社は、行使要請期間及び行使要請個数を定めたときは、行使要請期間の初日の前取引日までに、割

当先に対して通知（以下「行使要請通知」という。）を行います。なお、当社は、行使要請通知を行

った場合、その都度プレスリリースを行う。 

     ④ 当社は、当社に重要事実等が生じた場合には、かかる事実等について公表された後でなければ、行使

要請通知を行うことができない。 

     ⑤ 当社が行使要請通知を行った場合、割当先は、行使要請通知に定める行使要請期間中において、行使

要請個数の全てにつき、本新株予約権を行使するよう最大限努力する。ただし、割当先は、本新株予

約権を行使する義務は負わない。 

     ⑥ １回の行使要請通知に定める行使要請期間は、20取引日以上の期間。 

     ⑦ １回の行使要請通知に定める行使要請個数は、1,000個以上、30,000個以内の範囲。 

     ⑧ 当社は、割当先に対し、撤回通知を交付することにより、その時点で未行使の行使要請個数のある行

使要請通知を撤回することができる。ただし、行使要請通知に係る残存行使要請期間（撤回通知が行

われた日（当日を含む。）から当該行使要請通知に係る行使要請期間終了日までの期間をいう。）が

３取引日未満である場合を除く。なお、当社は、撤回通知を行った場合、その都度プレスリリースを

行う。 

     ⑨ 約２年間の行使期間のうち最後の３か月間は、自由裁量期間となり、割当先は自社の裁量で自由に行

使することが可能となる。 

  (２) その他の取決めについて 

     ① 本新株予約権買取契約において、割当先は当社の事前の同意がない限り、本新株予約権を当社以外の

第三者に譲渡することはできない旨が定められている。 

     ② 割当先は、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式については、借株を用い売却の場合に

は、当該借株の貸主に対して返却し、その他の場合は、適時売却していく方針である。また、割当先

はいずれの場合も市場動向を勘案し、借株を用いた売却又は適時売却を行う方針である。 

     ③ 当社と割当先は、本新株予約権買取契約において、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434

条第１項、同施行規則第436条第１項から第５項までの定めに基づき、単一暦月中に本新株予約権の

行使により取得される普通株式数が、本新株予約権の払込期日時点で金融商品取引所が公表している

直近の当社の普通株式に係る上場株式数の10％を超える場合には、原則として、当該10％を超える部

分に係る行使を行うことができない旨その他の同施行規則第436条第４項に規定する内容を定めてい

る。 
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     ④ 当社は、割当先との間で、本新株予約権の発行を除き、本新株予約権買取契約の締結日以降、残存す

る本新株予約権の全てが行使された日、当社が本新株予約権の発行要項に基づき残存する本新株予約

権の全部を取得し、これを消却し、かつ、本新株予約権１個当たり153円の支払を完了した日、割当

先が残存する本新株予約権の全部を他の者に譲渡した日又は平成31年３月31日のいずれか先に到来す

る日までの間、割当先の事前の書面による承諾を受けることなく、当社の株式及び当社の株式を取得

する権利あるいは義務を有する有価証券（新株予約権、新株予約権付社債及び取得対価を当社株式と

する取得請求権又は取得条項の付された株式を含むがこれらに限られない。）の発行又は売却（ただ

し、ストックオプションに関わる発行、株式分割、新株予約権若しくは取得請求権の行使又は取得条

項の発動によるものをく。）を行わないこと、並びに上記の発行又は売却を実施することにかかる公

表を行わないことを合意している。 

９ 当社の株券の売買について割当先との間で締結した取決めの内容 

   当社は、割当先との間で、本新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行

う当社普通株式の売付け等以外の本案件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株を行わない旨の合

意をしている。 

10 当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者との間で締結した取決めの内容 

   本新株予約権発行に伴い、有限会社ディアネス及び阿部晶子氏はその保有する当社普通株式について割当先

との間に株式貸借取引を締結している。 

11 その他投資者の保護を図るための事項 

   割当先は、当社の事前の同意がない限り、本新株予約権買取契約に基づき割当を受けた本新株予約権 

を当社以外の第三者に譲渡することはできない。 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

  当第２四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとお

り、行使されました。 

 
第２四半期会計期間 

(平成29年１月１日から平成29年３月31日まで) 

当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項

付新株予約権付社債券等の数(個) 
952 

当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) 95,200 

当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) 360 

当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) 34,299 

当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使

価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) 
952 

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付

新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) 
95,200 

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付

新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) 
360 

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付

新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) 
34,299 

 

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

平成29年１月１日～

平成29年３月31日

（注）

179,200 31,206,400 21,606 1,048,573 21,606 978,573

（注）新株予約権の行使による増加であります。
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（６）【大株主の状況】

    平成29年３月31日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合（％） 

有限会社ディアネス 東京都新宿区矢来町47番１号 11,954,400 38.30 

阿部 幸広 東京都新宿区 2,208,900 7.07 

阿部 晶子 東京都新宿区 624,000 1.99 

株式会社ディア・ライフ 東京都千代田区九段北一丁目13番５号 611,788 1.96 

松下 祐士 東京都新宿区 501,100 1.60 

矢野 賢太郎 東京都大田区 429,600 1.37 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 東京都港区浜松町二丁目11番３号 362,000 1.16 

藤塚 知義 東京都港区 353,200 1.13 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社 
東京都中央区晴海一丁目８番11号 309,500 0.99 

高橋 暁子 東京都新宿区 293,900 0.94 

計 － 17,648,388 56.54 

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年３月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   611,700 － －

完全議決権株式（その他）   普通株式 30,591,700 305,917 －

単元未満株式 普通株式    3,000 － －

発行済株式総数 31,206,400 － －

総株主の議決権 － 305,917 －

 

②【自己株式等】

平成29年３月31日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義

所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

株式会社ディア・ライフ
東京都千代田区九段北

一丁目13番５号
611,700 － 611,700 1.96

計 － 611,700 － 611,700 1.96

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。 
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第４【経理の状況】

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。 

 

２ 監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成29年１月１日から平

成29年３月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年10月１日から平成29年３月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。 
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１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

    (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成28年９月30日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成29年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 4,771,163 4,229,295 

金銭の信託 1,350 1,350 

売掛金 97,425 93,482 

有価証券 12,100 17,696 

販売用不動産 1,594,032 ※ 4,375,468 

仕掛販売用不動産 6,721,853 7,164,017 

繰延税金資産 85,265 77,245 

その他 439,762 470,564 

貸倒引当金 △83,239 △84,070 

流動資産合計 13,639,716 16,345,050 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 47,691 ※ 4,116 

その他（純額） 4,445 8,298 

有形固定資産合計 52,137 12,414 

無形固定資産 29,456 22,358 

投資その他の資産 68,907 69,206 

固定資産合計 150,501 103,980 

資産合計 13,790,217 16,449,030 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 77,581 337,829 

短期借入金 279,564 1,800,832 

1年内返済予定の長期借入金 732,237 1,864,216 

未払法人税等 323,926 213,958 

その他 463,784 328,333 

流動負債合計 1,877,092 4,545,168 

固定負債    

長期借入金 6,364,634 6,160,909 

繰延税金負債 1,096 1,140 

資産除去債務 6,969 7,031 

その他 20,510 40,740 

固定負債合計 6,393,210 6,209,820 

負債合計 8,270,302 10,754,989 
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    (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成28年９月30日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成29年３月31日) 

純資産の部    

株主資本    

資本金 1,008,778 1,048,573 

資本剰余金 1,714,500 1,754,127 

利益剰余金 2,741,043 2,803,424 

自己株式 △212,507 △212,507 

株主資本合計 5,251,814 5,393,618 

新株予約権 1,067 8,736 

非支配株主持分 267,033 291,686 

純資産合計 5,519,915 5,694,040 

負債純資産合計 13,790,217 16,449,030 
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

    (単位：千円) 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年10月１日 

 至 平成28年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年10月１日 
 至 平成29年３月31日) 

売上高 4,670,842 5,059,569 

売上原価 3,570,445 3,812,585 

売上総利益 1,100,396 1,246,983 

販売費及び一般管理費 ※ 440,517 ※ 578,470 

営業利益 659,879 668,513 

営業外収益    

受取利息 881 519 

有価証券運用益 19,174 34,005 

貸倒引当金戻入額 372 324 

その他 5,536 1,538 

営業外収益合計 25,964 36,388 

営業外費用    

支払利息 32,011 47,031 

長期前払費用償却 12,452 9,045 

その他 115 7,134 

営業外費用合計 44,579 63,212 

経常利益 641,264 641,688 

特別利益    

固定資産売却益 － 236 

特別利益合計 － 236 

税金等調整前四半期純利益 641,264 641,925 

法人税、住民税及び事業税 183,901 186,310 

法人税等調整額 21,697 8,064 

法人税等合計 205,598 194,374 

四半期純利益 435,665 447,550 

非支配株主に帰属する四半期純利益 13,946 24,360 

親会社株主に帰属する四半期純利益 421,718 423,190 
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

    （単位：千円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年10月１日 

 至 平成28年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年10月１日 
 至 平成29年３月31日) 

四半期純利益 435,665 447,550 

四半期包括利益 435,665 447,550 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 421,718 423,190 

非支配株主に係る四半期包括利益 13,946 24,360 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

    (単位：千円) 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年10月１日 

 至 平成28年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年10月１日 
 至 平成29年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前四半期純利益 641,264 641,925 

減価償却費 18,730 22,189 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,007 831 

受取利息及び受取配当金 △881 △519 

支払利息 32,011 47,031 

有形固定資産売却損益（△は益） － △236 

有価証券運用損益（△は益） △19,174 △34,005 

売上債権の増減額（△は増加） 83,523 3,942 

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,441,430 △3,193,546 

仕入債務の増減額（△は減少） 188,404 260,248 

その他 △96,875 △107,247 

小計 △1,593,419 △2,359,386 

利息及び配当金の受取額 881 519 

利息の支払額 △32,630 △48,579 

法人税等の支払額 △633,859 △301,555 

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,259,027 △2,709,003 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出 △17,600 △20,303 

定期預金の払戻による収入 16,000 153,805 

有価証券の売買による収支（純額） 18,755 28,409 

有形固定資産の取得による支出 △270 △7,335 

有形固定資産の売却による収入 － 1,574 

無形固定資産の取得による支出 △3,226 － 

投資有価証券の取得による支出 － △16,800 

貸付金の回収による収入 2,160 2,160 

その他 2,800 2,196 

投資活動によるキャッシュ・フロー 18,617 143,707 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入れによる収入 2,179,800 2,643,500 

短期借入金の返済による支出 △1,014,500 △1,122,232 

長期借入れによる収入 3,138,800 3,745,570 

長期借入金の返済による支出 △1,869,324 △2,817,316 

新株予約権の行使による株式の発行による収入 37,904 78,795 

新株予約権の発行による収入 － 8,476 

配当金の支払額 △450,057 △358,462 

非支配株主からの払込みによる収入 － 200 

非支配株主への払戻による支出 － △74 

その他 △16,459 △312 

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,006,163 2,178,145 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △234,246 △387,151 

現金及び現金同等物の期首残高 4,663,358 4,614,844 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 4,429,112 ※ 4,227,693 
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【注記事項】

（会計方針の変更）

 該当事項はありません。

 

（会計上の見積りの変更）

 該当事項はありません。 

 

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用） 

 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四

半期連結会計期間から適用しております。 

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※ 有形固定資産の保有目的の変更

  当第２四半期連結会計期間において、保有目的の変更により、有形固定資産の一部（建物39,865千円（純

額）、建物附属設備2,170千円（純額））を販売用不動産に振り替えております。

 

（四半期連結損益計算書関係）

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次のとおりであります。

 
 前第２四半期連結累計期間 

（自  平成27年10月１日 
  至  平成28年３月31日） 

 当第２四半期連結累計期間 
（自  平成28年10月１日 

  至  平成29年３月31日） 

役員報酬 71,192千円 79,891千円 

給与手当 87,986 109,674 

支払手数料 83,438 136,161 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自  平成27年10月１日
至  平成28年３月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成28年10月１日
至  平成29年３月31日）

現金及び預金 4,116,443千円 4,229,295千円

預入期間が３か月を超える定期預金及び担

保に供している定期預金
△30,000 △30,001

預け金（流動資産その他） 342,669 28,398

現金及び現金同等物 4,429,112 4,227,693
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（株主資本等関係）

前第２四半期連結累計期間（自 平成27年10月１日 至 平成28年３月31日）

１ 配当に関する事項

 平成27年12月18日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

 ・普通株式の配当に関する事項 

(1)配当金の総額         453,937千円 

(2)１株当たり配当額        60円 

(3)基準日        平成27年９月30日 

(4)効力発生日       平成27年12月21日 

(5)配当の原資         利益剰余金 

（注）平成27年10月１日付で株式１株につき４株の株式分割を行っております。上記の１株当たり配当

額につきましては、株式分割前の金額であります。

 

２ 株主資本の金額の著しい変動

 該当事項はありません。

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成28年10月１日 至 平成29年３月31日）

１ 配当に関する事項

 平成28年12月21日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

 ・普通株式の配当に関する事項 

(1)配当金の総額         360,808千円 

(2)１株当たり配当額        12円 

(3)基準日        平成28年９月30日 

(4)効力発生日       平成28年12月22日 

(5)配当の原資         利益剰余金 

 

２ 株主資本の金額の著しい変動 

 該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成27年10月１日 至 平成28年３月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：千円） 

  報告セグメント 

合計 

 
リアル 

エステート 
事業 

セールスプロ 

モーション 

事業 

アウト 

ソーシング 

サービス事業 

売上高        

外部顧客への売上高 4,265,427 96,303 309,111 4,670,842 

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

- - 421 421 

計 4,265,427 96,303 309,533 4,671,264 

セグメント利益 713,285 22,974 37,364 773,624 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益又は損失（△） 金額

報告セグメント計 773,624

セグメント間取引消去 1,560

全社費用（注） △115,304

四半期連結損益計算書の営業利益 659,879

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 該当事項はありません。
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成28年10月１日 至 平成29年３月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：千円） 

  報告セグメント 

合計 

 
リアル 

エステート 
事業 

セールスプロ 

モーション 

事業 

アウト 

ソーシング 

サービス事業 

売上高        

外部顧客への売上高 4,136,123 164,997 758,448 5,059,569 

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

- - 253 253 

計 4,136,123 164,997 758,702 5,059,823 

セグメント利益 695,099 47,982 81,262 824,344 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益又は損失（△） 金額

報告セグメント計 824,344

セグメント間取引消去 －

全社費用（注） △155,831

四半期連結損益計算書の営業利益 668,513

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成27年10月１日
至 平成28年３月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成28年10月１日
至 平成29年３月31日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 13円88銭 13円98銭

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する

四半期純利益金額（千円）
421,718 423,190

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益金額（千円）
421,718 423,190

普通株式の期中平均株式数（株） 30,386,324 30,271,643

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 13円66銭 13円67銭

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する

四半期純利益調整額（千円）
△2,334 △3,954

（うち、連結子会社の潜在株式による調整額

（千円））
△2,334 △3,954

普通株式増加数（株） 310,888 392,810

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

―
第４回有償ストックオプション

の数、6,200個

 

２【その他】

 該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成29年５月12日

株式会社ディア・ライフ 

取締役会 御中 

 

新日本有限責任監査法人 

 

 
指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
  公認会計士 板  谷    秀 穂 印 

 

 
指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
  公認会計士 田  島     昇  印 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられてい
る株式会社ディア・ライフの平成28年10月１日から平成29年９月30日までの連結会計年度の第２四半期
連結会計期間(平成29年１月１日から平成29年３月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成28年10
月１日から平成29年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四
半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記につ
いて四半期レビューを行った。 

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠
して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。 

 

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結
財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し
て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我
が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比
べて限定された手続である。 

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

 

監査人の結論 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般
に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ディア・ライフ及び連結
子会社の平成29年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営
成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点にお
いて認められなかった。 

 

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。 

 

以 上
 
 
（注）１ 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。
２ XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

 



【表紙】
 

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年５月12日

【会社名】 株式会社ディア・ライフ

【英訳名】 DEAR LIFE CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  阿部 幸広

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段北一丁目13番５号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 



１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

 当社代表取締役社長阿部幸広は、当社の第13期第２四半期（自 平成29年１月１日 至 平成29年３月31日）の四

半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

 

２【特記事項】

 特記すべき事項はありません。

 


